
児童発達支援 
放課後等デイサービス 

児童デイサービス 
さ ん こ ま

子ども一人ひとりの  
特性や発達に寄り添い  
その子らしい健やかな  
育ちをサポートします

kama.koma55@gmail.com 
http://kamakoma.org/ 
facebook.com/kamakoma55

一般社団法人 三陸駒舎 
〒026-0411 
岩手県釜石市橋野町9-44-7 
090-7070-7378 黍原(きびはら)

■利用までの流れ 
利用には、受給者証が必要です。市町村の子
ども関連窓口もしくは福祉相談窓口にご相
談下さい。すでに受給者証をお持ちの方は、
相談支援事業所にご相談下さい。 
契約前に、当事業所への見学やお試し体験
も可能です。 

※療育手帳などがなくても、利用可能な場
合があります。詳細は、お問合せ下さい。 

■利用料金 
1回 687～837円（送迎 片道+54円） 
利用形態によって金額が異なります。 

※利用料金として負担していただく金額は、
世帯所得に応じて上限が定められています。 
（例：世帯所得が約900万円以下の場合、 
　　　ひと月あたり最大4,600円の負担）

■対象者 
心身に障がい又は発達の遅れや気に
なることのある未就学児と18歳ま
での就学児。 
（場合によって、20歳まで） 

■対象地域 
岩手県全域 

■送迎について 
送り迎えが困難な場合は、送迎サー
ビスもあります。詳細はお問い合せ
下さい。 
主な対象地域：釜石、大槌 

■営業日時 
月・火・金・土・日・祝日 
（原則、水・木が休み） 
9:00～18:00
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築90年の古民家を改装 その子のニーズに合わせて様々な道具を使います

■アクセス 
釜石市役所から約30分 
大槌町役場から約25分 
遠野市役所から約45分 

■事業所番号 
０３５１１０００４５



■療育方針 
感覚統合療法を主軸に療育プログラムを提供
します。 

子ども一人ひとりの感覚欲求や困り感に合わ
せて、様々な感覚刺激を促す運動器具・遊具・
おもちゃなどを使ったり、馬とのふれあいの
活動（ホースセラピー）をしたり、子ども達が
楽しみながら学べるプログラムを構成します。 

療育者や他の子ども達との関わりの中から、
ソーシャルスキルの獲得も目指します。 

療育を通して、自主性や協調性を育み、子ど
もが様々な困難を乗り越える力の源の自己肯
定感・ 自己有用感を高めます。 

感覚統合とは 
様々な感覚を整理したり、
まとめたりする（統合する）
脳の機能のこと。 

感覚の統合が上手く出来る
ようになると、 

• 必要な感覚を調整して注
意を向けられる。 

• 体や手足を上手に使える
ようになる。 

• 適切なコミュニケーショ
ンが取れるようになる。 

など、周りの状況に応じた
行動が取れるようになります。

■療育内容 
日常生活における基本的動作の指導と自立
生活の支援のための活動。 

遊びを取り入れた「やりたい！できた！」
という活動を提供し、自主性・主体性を引
き出し、自己肯定感を育む。 

周辺環境を活かし季節の変化を取り入れた
創作活動によって、表現力と感性を養う。 

地域の方々や地域資源を取り入れた地域交
流活動を通して、幅広い社会経験の場の提
供。 

子どもの自主性から展開する活動の支援や
子どもの興味や特性にあった活動。 

馬の力を活用した、子ども一人ひとりが抱
える課題に対する感覚・運動面へのアプロー
チ、自尊心・自己有用感などの育成、コミュ
ニケーション能力の向上などに資する活動。

■療育プログラム例 
下記の例の他にも、子どもの課題やご家庭の
ニーズ（預かりの日時など）によって設定し
ます。 

▼個別活動（合計約50分） 
1. あいさつ、活動の流れの説明 
2. 感覚統合を取り入れた遊びや 
ホースセラピーなど 

3. 振り返り 
4. 終了 

▼グループ活動（放課後の一例） 
1. 学校終業後：送迎（学校～事業所） 
2. 感覚統合を取り入れた集団遊びやホースセ
ラピーなどの活動 

3. 個別活動（一人一人の課題に合せて設定） 
4. 18:00　終了 
（場合によっては、送迎）

■療育の流れ

【1】分析、アセスメント 
得意なこと、生活の中での困り
感、好きなこと・苦手なことな
ど、子どもの特性や発達の状況
を把握する。

【2】療育計画作成 
分析を元に、その子どもの課題
にあった療育計画を作成する。
療育項目に優先順位をつけ、長
期・短期の目標を設定。

【4】療育内容の更新 
子どもの成長や生活環境の変化
に合せながら、これまでの療育
記録を元に、療育計画やプログ
ラムの提供方法を見直す。

【3】療育の実施 
療育計画を元に、療育を実施す
る。子どもが自主的・主体的に
療育に参加できるように、プロ
グラムの提供方法を工夫し、目
標の達成を目指す。


